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議 会 定 例 会 議 事 日 程 

 

日 程 第 １ 会議録署名議員の指名 

日 程 第 ２ 会期の決定 

日 程 第 ３ 

 

議 第 １ 号 置賜広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一

部改正について 

日 程 第 ４ 

 

議 第 ２ 号 置賜広域行政事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関す

る条例の一部改正について 

日 程 第 ５ 

 

議 第 ３ 号 置賜広域行政事務組合指定ごみ袋子育て支援事業基金の設

置、管理及び処分に関する条例の設定について 

日 程 第 ６ 

 

議 第 ４ 号 置賜広域行政事務組合清掃事業所設置条例の一部改正につい

て 

日 程 第 ７ 

 

議 第 ５ 号 置賜広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る

生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改

正について 

日 程 第 ８ 

 

議 第 ６ 号 置賜広域行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条

例の設定について 

日 程 第 ９ 議 第 ７ 号 置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 

日程第１０ 

 

議 第 ８ 号 平成２５年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第２

号） 

日程第１１ 

 

議 第 ９ 号 平成２５年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算

（第３号） 

日程第１２ 議第１０号 平成２６年度置賜広域行政事務組合一般会計予算 

日程第１３ 

 

議第１１号 平成２６年度置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏事業費

特別会計予算 

日程第１４ 議第１２号 平成２６年度置賜広域行政事務組合消防特別会計予算 

追 加 日 程  閉会中の継続調査について 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  午後２時  開会 

 

○齋藤修一議長 ただいまの出席議員２４名であります。 
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  去る２月１３日招集告示されました平成２６年２月議会定例会は、ここに成立いたし

ました。 

  ただいまから、平成２６年２月置賜広域行政事務組合議会定例会を開会いたします。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付の議事日程により進めます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

○齋藤修一議長 日程第１、会議録署名議員の指名についてでありますが、会議規則第  

８８条の規定により指名いたします。 

  ２番、小久保広信議員。１０番、中川正昭議員。１７番、今野正明議員。 

  以上３名の方にお願いいたします。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第２ 会期の決定 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期を、本日１日間と定めたいと存じますが、ご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は本日１日間と決定い

たしました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第３ 議第１号置賜広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改

正について 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第３、議第１号置賜広域行政事務組合一般職の職員の給与に

関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第１号置賜広域行政事務組合一般職の

職員の給与に関する条例の一部改正について説明いたします。 
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  本案は、山形県人事委員会の職員の給与等に関する勧告を踏まえ、５５歳を超える一

般職の職員の昇給を抑制するとともに給与構造改革における昇給抑制の回復措置として

平成２６年４月１日において４５歳に満たない一般職の職員の号給を調整するほか、規

定の整備を図るため提案するものであります。 

  よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたしま

す。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第１号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第１号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第４ 議第２号置賜広域行政事務組合財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条

例の一部改正について 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第４、議第２号置賜広域行政事務組合財産の交換、譲与、無

償貸付等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第２号置賜広域行政事務組合財産の交

換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正について説明いたします。 

  本案は、消費税及び地方消費税率の引き上げに伴い、行政財産の目的外使用に係る使

用料の額を改正するため提案するものであります。 

  よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたしま

す。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第２号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 
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  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第２号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第５ 議第３号置賜広域行政事務組合指定ごみ袋子育て支援事業基金の設置、管

理及び処分に関する条例の設定について 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第５、議第３号置賜広域行政事務組合指定ごみ袋子育て支援

事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の設定についてを議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第３号置賜広域行政事務組合指定ごみ

袋子育て支援事業基金の設置、管理及び処分に関する条例の設定について説明いたしま

す。 

  本案は、指定ごみ袋子育て支援事業の安定的な事業実施に必要な財源を確保し、組合

財政の健全な運営を図ることを目的に指定ごみ袋子育て支援事業基金を設置するため提

案するものであります。 

  よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたしま

す。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第３号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第３号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第６ 議第４号置賜広域行政事務組合清掃事業所設置条例の一部改正について 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第６、議第４号置賜広域行政事務組合清掃事業所設置条例の

一部改正についてを議題といたします。 
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  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第４号置賜広域行政事務組合清掃事業

所設置条例の一部改正について説明いたします。 

  本案は、汚泥再生処理センターの建設に伴い、米沢クリーンセンターのし尿処理業務

の処理区域を変更するため提案するものであります。 

  よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたしま

す。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第４号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長  ご異議なしと認めます。 

  よって、議第４号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第７ 議第５号置賜広域行政事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活

環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正について 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第７、議第５号置賜広域行政事務組合が設置する一般廃棄物

処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正について

を議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第５号置賜広域行政事務組合が設置す

る一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続きに関する条例の一

部改正について説明いたします。 

  本案は、環境影響調査結果の縦覧及び意見書の提出場所について、当該調査の所管及

び事案によって指定する必要があることから、規定の整備を図るため提案するものであ

ります。 

  よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたしま

す。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 
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  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありませんので、討論を終結し採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第５号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第５号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第８ 議第６号置賜広域行政事務組合消防長及び消防署長の資格を定める条例の

設定について 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第８、議第６号置賜広域行政事務組合消防長及び消防署長の

資格を定める条例の設定についてを議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第６号置賜広域行政事務組合消防長及

び消防署長の資格を定める条例の設定について説明いたします。 

  本案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴い、消防組織法の一部が改正され、消防長及び消防署長の

資格基準について、条例で定める必要が生じたため、提案するものであります。 

  よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたしま

す。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第６号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第６号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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  日程第９ 議第７号置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第９、議第７号置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改

正についてを議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第７号置賜広域行政事務組合火災予防

条例の一部改正について説明いたします。 

  本案は、消費税及び地方消費税率の引き上げに伴い、地方公共団体の手数料の標準に

関する政令が改正されたことから、製造所等の許可設置に係る手数料の額を改正するた

め提案するものであります。 

  よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたしま

す。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がありませんので、討論を終結し採決いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第７号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第７号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第１０ 議第８号平成２５年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第２号） 

  日程第１１ 議第９号平成２５年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算（第

３号） 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第１０、議第８号平成２５年度置賜広域行政事務組合一般会

計補正予算（第２号）及び日程第１１、議第９号平成２５年度置賜広域行政事務組合消

防特別会計補正予算（第３号）の２件は、議事の都合により一括議題といたします。 

  この際、理事長より提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第８号及び議第９号について説明いた

します。 

  まず、はじめに議第８号平成２５年度置賜広域行政事務組合一般会計補正予算（第２
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号）でありますが、補正前の額に９，０３７万７，０００円を増額し、補正後の歳入歳

出予算の総額をそれぞれ４６億２，９５３万５，０００円とするものであります。 

  また、汚泥再生処理センター建設事業において工期内の完了が見込めないことから総

額７，９３３万９，０００円の繰越明許費を設定するとともに地方債を補正するもので

あります。 

  歳出でありますが、各款において、事業費の確定に伴う契約差額などの不用額の精算

を行うほか、組合費で、組合庁舎修繕費用を増額し、民生費では産休代替職員の人件費、

燃料費等の増額を行うものです。 

  衛生費では、南陽クリーンセンター費においてし尿収集量の増に伴い業務委託料を増

額し、長井クリーンセンター費の汚泥再生処理センター整備事業において労務費、資材

単価の上昇に伴い増額するものです。 

  また千代田クリーンセンター費の余熱利用施設整備基金等の積立金及び指定ごみ袋の

製作に要する経費を増額するものであります。 

  次に、公債費では、借入利率の確定に伴い減額をするものであります。 

  これらに伴う財源でありますが、汚泥再生処理センター整備事業の増額に対し、地方

債を増額するとともに廃棄物処理手数料及び発電による電力売払に伴う増加が見込まれ

ることから財産収入を増額する一方、分担金及び負担金において減額するものでありま

す。 

  次に議第９号平成２５年度置賜広域行政事務組合消防特別会計補正予算（第３号）で

ありますが、補正前の額に３億２，４７７万１，０００円を増額し、補正後の歳入歳出

予算の総額をそれぞれ２８億８，４０９万１，０００円とするものであります。 

  歳出でありますが、平成２６、２７年度に計画している消防庁舎整備事業、消防車輛

整備事業について有利な地方債を活用するため、本年度事業に前倒しをするものとして

事業費を増額し、当該事業、３億４，２０７万４，０００円を繰越明許するものです。 

  これに伴う財源でありますが、地方債、分担金及び負担金などを増額するものであり

ます。 

  よろしくご審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたしま

す。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がございませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第８号及び議第９号を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。 

  よって、議第８号及び議第９号は原案のとおり決しました。 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  日程第１２ 議第１０号平成２６年度置賜広域行政事務組合一般会計予算 

  日程第１３ 議第１１号平成２６年度置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏事業費

特別会計予算 

  日程第１４ 議第１２号平成２６年度置賜広域行政事務組合消防特別会計予算 

 

○齋藤修一議長 次に、日程第１２、議第１０号平成２６年度置賜広域行政事務組合一般

会計予算、日程第１３、議第１１号平成２６年度置賜広域行政事務組合ふるさと市町村

圏事業費特別会計予算及び日程第１４、議第１２号平成２６年度置賜広域行政事務組合

消防特別会計予算の３件は、議事の都合により一括議題といたします。 

  この際、理事長から提案理由の説明を求めます。安部理事長。 

  〔安部三十郎理事長 登壇〕 

○安部三十郎理事長 ただいま上程になりました議第１０号、議第１１号及び議第１２号

について説明いたします。 

  まず、平成２６年度の本組合予算編成についてであります。 

  本組合にあっては、廃棄物処理施設の適正、安定的な維持管理、また、消防について

も住民の一層の安全、安心の確保が求められ、本組合が担う責務はこれまでにも増して

大きくなっています。 

  こうした中で、本組合の予算編成にあたっては、構成市町の厳しい状況が続く財政状

況を十分に認識し、構成市町との連携を図りながら 小の経費で 大の効果を上げると

いう行財政運営の基本にたち、基本方針として、１、経常的経費については、前年度の

額を上限にし、施設整備・補修計画については、計画的事業推進と平準化を図ること。

２、市町分担金について、臨時的経費を除き、前年度額を上限とすること。３、物価上

昇、消費税増税の影響がある中で、安易な歳出増にならないよう事業の必要性の再検討、

創意工夫を凝らし、無駄を排除することの３点を目標として予算編成を行ったところで

あります。 

  まず、はじめに議第１０号平成２６年度置賜広域行政事務組合一般会計予算でありま

す。 

  ただいま申し上げました目標を基本に、快適で豊かな圏域づくりを実現するため、重

要事業を行うものとしたところであります。 

  １点目でありますが、組合庁舎について、建設後４０年が経過し空調設備の老朽化に

伴うチラーユニットを更新することとしました。 

  ２点目は、広域交流拠点施設費でありますが、現在の指定管理契約期間の満了により、

平成２６年度から５年間の新たな契約期間となります。施設のオープンから５年が経過

したことから、計画的に機器の更新、補修を行うこととし、新たに当該費用を計上しま
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した。また、パークゴルフ場の管理業務については、増設等に伴い夏以降のオープンを

目指しておりますが、平成２６年度の管理業務については本組合が行うものとしたとこ

ろであります。 

  ３点目は、平成１１年４月に供用開始した千代田クリーンセンター焼却施設について、

１５年程度の長寿命化を図るため、基幹設備改良を国の交付金対象事業として平成２７、

２８年度に実施する予定でありますが、平成２６年度については、計画支援、計画策定

の事業費及び業者選定の関係費用を計上し、事業の推進を図るものであります。 

  後に４点目ですが、平成３２年度以降の新たな 終処分場整備に係る施設整備基本

計画を策定しておりますが、新年度は、計画支援業務に加え、用地取得に着手するもの

として関係費用を計上し、事業の推進を図ることとしております。 

  以上が重点事業でありますが、これらに加え、各施設にあっては、老朽化が進んでい

る状況にあり、整備計画に基づき適切で計画的な施設維持を行うなど、効率的で、効果

的な施設管理に努めてまいります。 

  以上の内容から、一般会計の歳入歳出予算総額は、３１億３，７４６万円となり、対

前年度比で１３億９，６１５万５，０００円、率にして３０．８％の減となっておりま

す。 

  以下、予算の概要について説明いたします。 

  歳出につきましては、議会費で、議会議員の置賜管外視察を含む議会運営に要する経

費として１９７万９，０００円を計上しております。 

  次に組合総務費においては、組合費で配置職員の増に伴う経費を増額し、広域交流拠

点施設費で受付管理システムなどの機器の更新に伴う費用、パークゴルフ場維持管理経

費に加え、新たに広域交流拠点施設の機能を高めるための事業を行うものとし、２億  

２，２５０万６，０００円を計上しております。 

  次に、電算共同処理事業費でありますが、米沢市のシステム構築費用の増加などから、

対前年度比、２９．１％増の３億６，９２０万６，０００円を計上しております。 

  民生費の養護老人ホーム費でありますが、入所者の賄材料費のほか、快適で安心かつ

衛生的な環境整備のため、火災報知設備の取替え修繕を行い入所者の避難対策を強化す

るとともに屋根塗装修繕などを行うものとし、総額で２億３，１４４万円を計上してお

ります。 

  次に衛生費でありますが、長井クリーンセンター汚泥再生処理センター整備事業が完

了することから、前年度と比較し、１１億８，８８５万円、率にして３６．１％減の   

２１億１２４万７，０００円を計上しております。 

  各事業所の施設維持補修費については、年次計画に基づき計上したほか、千代田クリ

ーンセンター費で余熱利用施設整備基金及び指定ごみ袋子育て支援事業基金の積立額を

増額し、証紙管理費において、指定ごみ袋製作単価の上昇により増額するほか、施設の

長寿命化を目的とした、基幹改良事業に向けた計画支援業務及び長寿命化計画策定業務

委託料を計上したところであります。 
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  また、 終処分場整備事業費において、平成３２年度の埋立て開始に向けた計画策定

業務委託料に加え、用地取得に着手することから、用地取得費を計上し、関連経費と合

わせ、１億５，２２９万９，０００円を計上したところであります。 

  また、死亡獣畜処理事業費については、これまで衛生費に計上しておりましたが、事

業の内容を踏まえ、平成２６年度から、農林水産業費に計上したところであります。 

  次に公債費でありますが、組合債及び一時借入金の元利償還金として、対前年度比  

６２．９％減の１億９，９４７万１，０００円を計上しておりますが、千代田クリーン

センター建設に係る借入金が完済となったため、大幅な減額となったところです。 

  以上、各款の歳出予算の主なものを説明申し上げましたが、当該経費の歳入財源につ

きましては、分担金及び負担金で、対前年度比１４％減の２０億３，０５２万     

３，０００円、使用料及び手数料について、ごみ搬入量の増及びし尿収集手数料の改正

により、対前年度比１．８％増の８億３，４９４万８，０００円を計上しました。 

  また、汚泥再生処理センター整備事業の完了に伴い、国庫支出金、組合債で大きく減

額したほか、繰入金、諸収入などを計上するものであります。 

  以上が一般会計当初予算の概要であります。 

  次に議第１１号平成２６年度置賜広域行政事務組合ふるさと市町村圏事業費特別会計

予算について説明いたします。 

  本特別会計は、置賜広域ふるさと市町村圏基金の５億５，０００万円を運用し、その

果実をもって、平成２５度を初年度とする第５次置賜広域行政事務組合ふるさと市町村

圏計画の広域活動計画に基づく事業を実施するものです。 

  当該ふるさと市町村圏計画に定める広域活動計画でありますが、豊かなふるさとおき

たま共存圏を目指し、広域的交流活動の促進と広域的人材育成活用事業をテーマに人や

文化の活発な交流をとおした地域文化の創造と地域づくりに意欲をもつ人材の発掘、育

成を行い住民参加による地域づくりを広域的な連携事業として推進する内容です。 

  平成２６年度予算でありますが、この計画の目標にそって事業を推進するもので、１

つ目は、置賜八市町が食でひとつになること、置賜の食を再発見することを目的に地域

づくりに意欲がある人材の発掘や育成を行いながら置賜の食の祭典としておきたま八食

祭の実施、２つ目として、地域の活性化や交流を目的に婚活を実施するものとして当該

事業費を平成２５年度に引き続き計上したところであります。 

  また、第５次計画の主要目標である広域連携をテーマにしたセミナーを新規で実施す

る経費についても計上したところであります。 

  これに伴う歳入財源でありますが、ふるさと市町村圏基金の預金利子等による財産収

入３０２万８，０００円のほか、繰越金を充当するものであります。 

  以上から、平成２６年度の歳入歳出予算の総額でありますが、対前年度比１６．７％

増の３４５万４，０００円とするものであります。 

  以上が、ふるさと市町村圏事業費特別会計当初予算の概要であります。 

  次に議第１２号平成２６年度置賜広域行政事務組合消防特別会計予算について説明い
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たします。 

  消防につきましては、平成２４年４月１日の消防、救急業務の広域化から、圏域住民

の生命、財産を守り、地域の安全、安心の確保を 大の目標として、関係市町及び消防

団、関係機関と密接な連携を図り、取り組んできたところであります。 

  また、広域一体となる効率的な消防署所の配置と整備、効果的な消防車輌の整備及び

消防力の強化、保持を目的に消防１０か年整備計画を策定したところであります。 

  平成２６年度の予算編成にあたっては、消防力の強化を図るとともに、消防職員の資

質向上のための研修、救急救命士の養成などを行い、圏域住民の一層の安心、安全を確

保する体制の整備を図ることとしたところであります。 

  以上のことを踏まえ、消防特別会計の歳入歳出予算総額を前年度比２２．５％減の  

１９億９，０１７万７，０００円とするものであります。 

  減額の主な要因は、平成２４、２５年度の２か年で実施した消防救急無線デジタル化

整備事業が完了したことによるものであります。 

  次に予算概要でありますが、常備消防費として、消防職員２２０人及び消防事務関係

職員の人件費のほか、旅費、需用費等の経費を含め、１７億３，３４５万４，０００円

を計上したところであります。 

  また、消防施設整備事業費として、消防１０か年整備計画に基づき水槽付消防自動車、

高規格救急自動車、計３台の車輌の更新経費並びに高畠消防署設計業務、消防庁舎耐震

診断を行うものとし、１億８，０２４万２，０００円を計上したところであります。 

  次に公債費では、高機能消防指令センター整備事業に係る借入金などの元利償還金と

して７，３５８万１，０００円を計上したところです。 

  以上、歳出予算の主なものを説明申し上げましたが、当該経費の歳入財源につきまし

ては、分担金及び負担金で、対前年度比７．９％減の１８億７，５５１万３，０００円、

高規格救急自動車等の更新に係る組合債として１億２９０万円を計上するほか、繰越金、

諸収入などを計上するものであります。 

  以上が消防特別会計当初予算の概要であります。 

  以上、提案いたしました３案件につきまして、よろしく御審議のうえ、御賛同賜りま

すようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○齋藤修一議長 ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論を終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  議第１０号、議第１１号及び議第１２号を原案のとおり決するにご異議ございません

か。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。よって、議第１０号、議第１１号及び議第１２
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号は原案のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

午後２時３３分 休憩 

 

○齋藤修一議長 ここで暫時休憩いたします。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

午後２時４５分 再開 

 

○齋藤修一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

追加日程 閉会中の継続調査について 

 

○齋藤修一議長 ここでお諮りいたします。 

  ただいま第１委員会委員長、青木彰榮議員、第２委員会委員長、片平志朗議員、第３

委員会委員長、長沼桂子議員、議会運営委員会委員長、島軒純一議員から、閉会中の継

続調査申出書が提出されました。 

  この際、これを日程に追加し、議題としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。よって、この際、閉会中の継続調査についてを

日程に追加し、議題とすることに決まりました。 

  直ちに閉会中の継続調査についてを議題といたします。 

  各委員会における所管事務の調査について、お手元に配付の閉会中の継続調査申出書

のとおり申し出があります。 

  おはかりいたします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご

異議ございませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○齋藤修一議長 ご異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査については、申し出

のとおり決しました。 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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  閉   会 

 

○齋藤修一議長 以上をもちまして、本定例会に付議されました議案は、全て議了いたし

ました。 

  これをもちまして、平成２６年２月置賜広域行政事務組合議会定例会を閉会いたしま

す。 

  まことにご苦労様でした。 

 

  午後２時４６分  閉会
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